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◎ 

平
成
二
十
一
年
第
四
回
臨
時
会 

 
 
 

（
審
議
結
果
：
全
て
原
案
可
決
・
承
認
・
同
意
） 

 

●
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
道
志
村
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
） 

国
の
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
村
の
税
条
例
に
つ
い
て
個

人
住
民
税
及
び
固
定
資
産
税
の
課
税
に
関
す
る
改
正

で
す
。 

●
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
年
度
道
志
村

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
七
回
）） 

 

三
月
議
会
定
例
会
後
に
お
い
て
、
歳
入
の
増
（
特
別
交

付
税
等
）
に
よ
り
、
基
金
繰
入
金
と
の
調
整
を
行
い
、

歳
出
は
定
額
給
付
金
事
業
の
一
部
を
翌
年
度
に
繰
り

越
す
手
続
を
行
っ
た
補
正
予
算
で
す
。 

●
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
年
度
道
志
村

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
五
回
）） 

 

医
療
費
は
二
ヶ
月
遅
れ
の
請
求
の
た
め
、
三
月
議
会
定

例
会
で
は
見
込
み
が
で
き
な
か
っ
た
部
分
が
あ
り
、
予

算
不
足
に
な
る
た
め
医
療
費
の
追
加
を
行
っ
た
補
正

予
算
で
す
。 

●
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
年
度
道
志
村

観
光
施
設
等
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
四
回
）） 

当
初
の
歳
入
見
込
み
額
が
不
足
す
る
た
め
、
年
度
末
の

会
計
処
理
に
よ
り
正
確
な
会
計
処
理
を
行
う
こ
と
が

必
要
で
あ
る
た
め
の
補
正
予
算
で
す
。 

●
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
年
度
道
志
村

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
回
）） 

三
月
議
会
定
例
会
後
に
支
払
う
予
定
の
医
療
費
に
つ

議会のうごき 
４月 

９日  平成 21 年度南北都留郡町村議会正副議長連絡協議会定期総会（道志村） 

１７日  市町村長・市町村議会議長会議（甲府市） 

２２日  新過疎法の制定を求める山梨県総決起大会（甲府市） 

５月 

１３日  町村議長会議（甲府市） 

１８日  リニア建設促進山梨県期成同盟会総会（甲府市） 

１９日～20 日  第 34 回町村議会議長・副議長研修会（東京） 

２１日  議会臨時会（会期１日間） 

２６日  町村議会運営委員長会議（甲府市） 

２７日  町村自治功労者表彰式・町村議会議員研修会（甲府市） 

２９日  議会臨時会（会期１日間） 

３１日  横浜開港１５０周年記念式典（横浜市） 

 ６月 

 ４日    議会運営委員会 

９日～１２日  議会定例会（会期４日間） 

  １８日  道志村観光協会総会（道志村） 

  ２９日  議員公務災害組合議会（甲府市） 

  ３０日  鳴沢村議会正副議長来村（道志村） 

 ７月 

   １日  町村議会運営委員長会議（甲府市） 

   ２日～３日  町村議会議長行政視察（埼玉県ときがわ町） 

   ５日  村制施行１２０周年記念式典（道志村） 

  ２８日  町村議会議長会議（甲府市） 

  ２９日～３０日  議会運営委員長視察研修 



い
て
予
算
不
足
と
な
る
た
め
、
医
療
給
付
費
負
担
金
を

追
加
す
る
補
正
予
算
で
す
。 

●
平
成
二
十
一
年
度
道
志
村
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
回
） 

総
合
診
療
所
の
建
設
に
つ
い
て
、
当
初
の
設
計
に
対
し
、

感
染
症
対
策
と
し
て
医
科
・
歯
科
の
入
口
を
別
々
に
す

る
等
の
設
計
変
更
に
よ
り
、
建
設
費
を
追
加
す
る
補
正

予
算
で
す
。 

●
道
志
村
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に

つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

任
期
満
了
に
よ
り
、
杉
本
幸
治
氏
の
選
任
に
同
意
し 

た
も
の
で
す
。 

 

◎ 

平
成
二
十
一
年
第
五
回
臨
時
会 

 
 
 

（
審
議
結
果
：
全
て
原
案
可
決
） 

 

●
道
志
村
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

平
成
二
十
一
年
六
月
期
の
期
末
・
勤
勉
手
当
を
合
わ
せ

て
支
給
月
数
を
暫
定
的
に
〇
・
二
ヶ
月
引
き
下
げ
る
改

正
で
す
。 

●
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

平
成
二
十
一
年
六
月
期
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
を

暫
定
的
に
〇
・
二
ヶ
月
引
き
下
げ
る
改
正
で
す
。 

●
道
志
村
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の

他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例 

平
成
二
十
一
年
六
月
期
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
を

暫
定
的
に
〇
・
二
ヶ
月
引
き
下
げ
る
改
正
で
す
。 

●
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

平
成
二
十
一
年
六
月
期
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
を

暫
定
的
に
〇
・
二
ヶ
月
引
き
下
げ
る
改
正
で
す
。 

 

◎ 

平
成
二
十
一
年
第
六
回
定
例
会 

 
 
 

（
審
議
結
果
：
全
て
原
案
可
決
・
採
択
） 

 

●
平
成
二
十
年
度
道
志
村
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越

計
算
書 

平
成
二
十
一
年
度
に
繰
越
さ
れ
た
事
業
の
繰
越
金
の

財
源
内
訳
等
が
、
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
議
会

に
報
告
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

●
平
成
二
十
年
度
道
志
村
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別

会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書 

平
成
二
十
一
年
度
に
繰
越
さ
れ
た
事
業
の
繰
越
金
の

財
源
内
訳
等
が
、
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
議
会

に
報
告
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

●
平
成
二
十
年
度
道
志
村
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
繰

越
明
許
費
繰
越
計
算
書 

平
成
二
十
一
年
度
に
繰
越
さ
れ
た
事
業
の
繰
越
金
の

財
源
内
訳
等
が
、
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
議
会

に
報
告
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

●
平
成
二
十
年
度
道
志
村
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書 

平
成
二
十
一
年
度
に
繰
越
さ
れ
た
事
業
の
繰
越
金
の

財
源
内
訳
等
が
、
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
議
会

に
報
告
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

●
道
志
村
情
報
通
信
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例 

各
家
庭
に
整
備
し
て
い
る
、
情
報
通
信
関
係
の
光
ケ
ー

ブ
ル
・
告
知
端
末
機
等
に
関
す
る
機
器
類
の
設
置
及
び

管
理
に
関
係
す
る
条
例
で
す 

●
道
志
村
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て 

高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
改
修
事
業
を
実
施
す
る
た

め
「
道
志
村
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
」
の
事
業
項
目

に
追
加
す
る
計
画
変
更
で
す
。 

●
平
成
二
十
一
年
度
道
志
村
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一

回
） 

地
域
活
性
化
・
経
済
危
機
対
策
臨
時
交
付
金
一
三
三
、

一
〇
四
千
円
を
主
な
財
源
と
し
て
、
消
防
署
道
志
出
張

所
建
替
、
農
道
の
舗
装
工
事
、
四
里
塚
の
整
備
、
道
の

駅
施
設
の
外
壁
と
屋
根
の
改
修
工
事
、
福
祉
セ
ン
タ
ー

改
築
、
新
診
療
所
・
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
駐
車
場
整
備
、

小
中
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の
整
備
、
村
道
の
橋
梁
の
耐
震

点
検
、
地
域
担
当
制
に
よ
る
諸
経
費
な
ど
で
す
。 

●
平
成
二
十
一
年
度
道
志
村
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
一
回
） 

神
地
地
区
水
道
整
備
に
係
る
中
山
間
地
域
総
合
整
備

事
業
の
県
営
事
業
へ
の
村
の
負
担
金
及
び
給
水
工
事

に
係
る
工
事
費
の
増
額
補
正
予
算
で
す
。 

●
平
成
二
十
一
年
度
道
志
村
老
人
医
療
費
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
一
回
） 

老
人
医
療
費
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
移
行
さ
れ
既
に

事
実
上
は
終
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
医
療
機
関
か
ら
の
請



求
に
対
し
て
精
算
す
る
行
為
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ

の
精
算
の
た
め
の
補
正
予
算
で
す
。 

●
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
（
予
定
価
格
五
千
万
円

以
上
）
で
あ
る
。
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
事
業
の
診
療
所

整
備
工
事
で
あ
り
、
契
約
額
は
、
一
億
一
千
百
三
十
万

円
で
す
。 

●
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
意
見
を
求

め
る
件 

本
年
九
月
三
十
日
で
一
名
の
委
員
の
任
期
満
了
と
な

る
た
め
、
引
続
き
同
人
を
推
薦
す
る
も
の
で
す
。 

●
教
育
予
算
を
拡
充
し
、
教
育
の
機
会
均
等
及
び
水
準
の

維
持
向
上
を
図
る
た
め
の
請
願
書 

請
願
事
項 

一 

義
務
教
育
の
根
幹
で
あ
る
、
教
育
の
機
会
均

等
・
水
準
確
保
・
無
償
制
の
維
持
に
不
可
欠
な
義

務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
。 

二 

教
育
条
件
の
格
差
解
消
を
図
る
た
め
、
地
方
交
付

税
を
含
む
国
に
お
け
る
教
育
予
算
を
拡
充
す
る
こ

と
。 

三 

き
め
細
か
な
教
育
を
一
層
推
進
す
る
た
め
に
、
尐

人
数
教
育
の
実
現
を
中
心
と
す
る
教
職
員
定
数
の

改
善
を
図
る
こ
と
。 

本
請
願
に
つ
い
て
、
全
会
一
致
で
採
択
し
ま
し
た
。 

    

                            

                           

 

平成２１年第６回定例会にて議決し、関係機関に送付した意見書 

 

① 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を求める意見書 

 

【意見書の要旨】 

○ 義務教育の根幹である、教育の機会均等・水準確保・無償制の維持に不可欠な義務教育費

国庫負担制度を堅持すること。 

○ 教育条件の格差解消を図るため、地方交付税を含む国における教育予算を拡充すること。 

○ きめ細かな教育を一層推進するために、少人数教育の実現を中心とする教職員定数の改善

を図ること。 

 

【提出先】 

文部科学大臣・財務大臣・総務大臣 

 

② 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関す

る法律」の延長に関する意見書 

 

【意見書の要旨】 

○ 地震対策緊急整備事業計画の根拠である「地震防災対策強化地域における地震対策緊 

急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が平成２１年度末で期限切れを迎え

るためこの法律の延長について 

 

【提出先】 

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣・

農林水産大臣・国土交通大臣・内閣府特命担当大臣・消防庁長官・林野庁長官 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

●
消
防
団
活
動
に
つ
い
て 

日
頃
よ
り
消
防
団
活
動
に
ご
理
解
、
ご
協
力
を
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
消
防
団
は
、
本
業
を

持
ち
な
が
ら
、
「
自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
守

る
」
と
い
う
精
神
に
基
づ
き
、
地
域
の
安
全
と
安
心
を

守
る
た
め
に
幅
広
い
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
消
防
団
員

は
、
消
防
・
防
災
に
関
す
る
知
識
や
技
術
を
習
得
し
、

火
災
発
生
時
に
お
け
る
消
火
活
動
、
地
震
や
風
水
害
と

い
っ
た
大
規
模
災
害
発
生
時
に
お
け
る
救
助
・
救
出
活

動
、
警
戒
巡
視
、
避
難
誘
導
、
災
害
防
御
活
動
な
ど
に

従
事
し
、
地
域
住
民
の
生
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
活

躍
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
常
時
に
お
い
て
も
、
訓
練

の
ほ
か
、
住
宅
へ
の
防
火
指
導
、
特
別
警
戒
、
広
報
活

動
な
ど
に
従
事
し
、
地
域
に
お
け
る
消
防
力
・
防
災
力

の
向
上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

 

 

本年度の消防団役員 

右から水越会計・池谷団長 

出羽副団長・山口副団長 

消防活動をする組織は消防団のほかに消防活動を職

業としている消防職員による消防本部･消防署がありま

す。しかし、数名の職員だけで、災害に対応できるもの

ではありません。林野火災や集中豪雨、大地震などの大

災害においては、阪神淡路大震災の実例でもわかるよう

に、災害時に地域の中で情報寸断の中でも、きめ細かい

防災活動を展開することが絶対に必要です。非常時にこ

れらの仕事を担うのが消防団員です。  

防火防犯パトロール出発式 

●
火
災
警
報
器
設
置
に
つ
い
て 

昨
年
よ
り
消
防
団
と
し
て
力
を
入
れ
て
お

り
ま
す
。 

「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
は
平
成
二
十
三
年
六

月
ま
で
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
火
災
に
よ
る
犠
牲
者
を
な
く
す
た
め
に
大

変
有
効
な
手
段
で
す
の
で
、
ま
だ
設
置
し
て
い

な
い
方
は
早
急
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
取
り
付
け
が
で
き
な
い
方
は
、
近
所
の
消

防
団
員
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、
近
年
は
、
女
性
の
消
防
団
へ
の
参
加

も
増
加
し
て
お
り
、
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
宅
へ

の
防
火
訪
問
、
応
急
手
当
の
普
及
指
導
な
ど
に

お
い
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
道
志
村
に
お
い
て

も
今
後
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と

考
え
て
い
ま
す
。 

       

火災警報器設置の呼びかけ 

Ｏ
Ｂ
を
対
象
に
、
「
機
能
別
団

員
」
と
し
て
活
動
で
き
る
方
も
募

集
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
応
募

し
て
く
だ
さ
い
。 

こ
れ
か
ら
も
、
防
災
訓
練
、
操

法
大
会
、
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
警
備
、

山
林
火
災
防
御
訓
練
、
ポ
ン
プ
操

法
、
防
火
防
犯
診
断
そ
の
他
訓

練
、
行
事
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
こ

れ
か
ら
も
消
防
団
活
動
に
一
層

の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

 

 

 

山林火災防御訓練の様子 

地域で活躍されている団体等の紹介（道志村消防団） 

【消防団では、団員を随時募集していますので ご協力をお願いします。】 



議  会  の  思  い 

 

クイズチャレンジ   「どうし」  □内に○か×でお答え下さい。 

１ 道志村の長さは「７.５里」と言われている。 

２ 道志村の村花は「山つつじ」である。 

３  月夜野と長又の標高差は６５０ｍ以上である。 

※ 応募締め切り８月３０日までに、役場議会事務局（郵送・Fax・E メール）までお願いします。 

※ 正解者には抽選（１０名）で豪華賞品が当たります。 

※ 前回の応募者は５名でした。発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 

７月２１日の衆議院解散に伴い今、日本は大きく変動しようとしていると思われます。政権を

司る政党の選択、そして衆議員議員の選択、などこれからの日本の歩む道を左右する、大切な選

挙になるからです。政党によるマニフェストなど十分に検討する中で今回の選挙に臨んで頂き、

住よい国になるようにしましょう。 今この国に必要なのは、地方の活性化、地方の元気だと思

います。（９月中旬に定例議会を予定しています、傍聴を期待しています。） 

 道志村議会   Tel 0554-52-2111・Fax 0554-52-2572・E-mail  gikai@vill.doshi.lg.jp 

国
の
補
正
予
算

成
立
に
よ
り
、
経
済

危
機
対
策
等
と
し

て
の
予
算
が
村
に

交
付
さ
れ
ま
す
。
こ

の
財
源
を
村
の
経

済
対
策
等
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
事
業

が
適
し
て
い
る
か

十
分
に
検
討
し
、
住

民
の
皆
さ
ん
の
た

め
に
最
善
の
使
い

道
を
考
え
ま
す
。 

 

 

新
診
療
所
建
設

の
起
工
式
が
行
わ

れ
、
十
二
月
に
は
完

成
予
定
で
す
。
医

科
・
歯
科
診
療
所
の

一
体
化
が
図
ら
れ

た
こ
と
で
患
者
さ

ん
の
利
用
し
や
す

い
診
療
所
と
な
り

ま
す
。 

 

あなたの声を議会に 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

住所 道志村    番地 氏名         

（書き込み欄） 


